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「火の用心」
無火災が続いています。これからも火の取扱いには十分注意していただきますようよろしくお願いします。
みんなそろって「ハイ・敬礼」（丹波小４年生）

印刷・（株）少國民社

・村議会「6月定例会」

・県体育祭予選会の結果

・6月の出来事

・丹波山村をきれいにしよう

・お知らせ

主な内容
人口と世帯

（16年6月末現在）

人口 870人
男 425人
女 445人
世帯 383戸
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地
方
交
付
税
（
特
別
）
の
増
額
と
基

金
繰
入
金
の
減
額
な
ど
に
よ
り
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

一，
三
五
八
万
九
千
円
を
追
加
す
る
補
正

予
算
を
専
決
処
分
し
、
こ
れ
を
報
告
し
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
度
の
一
般

会
計
は
総
額
十
五
億
四，
九
三
八
万
二
千

円
に
な
り
ま
し
た
。
地
方
交
付
税
は
七
億

五，
四
一
三
万
八
千
円
と
な
り
平
成
十
四

年
度
の
地
方
交
付
税
に
比
べ
五，
七
八
〇

万
六
千
円
の
大
幅
な
減
額
と
な
り
ま
し
た
。

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
公
布
さ
れ
丹
波
山
村
税
条
例
の
改
正

が
必
要
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

今
回
の
改
正
の
主
な
も
の

◇
個
人
住
民
税
（
村
・
県
民
税
）
の
改

正
に
つ
い
て

こ
の
税
金
は
、
前
年
中
に
所
得
が
あ
っ

た
人
に
課
税
さ
れ
る
も
の
で
す
。
例
え
ば

平
成
十
六
年
度
課
税
の
場
合
は
平
成
十
五

年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
一
年
間
の
所

得
金
額
に
あ
る
一
定
の
税
率
を
掛
け
、
算

定
さ
れ
た
も
の
（
所
得
割
）
と
均
等
に
一

定
の
税
額
で
課
税
さ
れ
る
「
均
等
割
」
を

合
わ
せ
た
も
の
が
村
県
民
税
と
な
り
ま
す
。

①
村
民
税
の
均
等
割
額
の
統
一

平
成
十
五
年
度
ま
で
は
人
口
規
模
に

よ
り
村
（
市
・
町
）
民
税
の
均
等
割
が
、

二，
〇
〇
〇
円
・
二，
五
〇
〇
円
・
三，

〇
〇
〇
円
と
格
差
が
あ
り
ま
し
た
が
、
平

成
十
六
年
度
か
ら
は
人
口
段
階
に
応
じ
た

税
率
区
分
が
廃
止
さ
れ
、
税
率
が
年
額

三，
〇
〇
〇
円
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
丹

波
山
村
の
均
等
割
は
、
二，
〇
〇
〇
円
か

ら
三，
〇
〇
〇
円
に
改
正
と
な
り
、
甲
府

市
や
青
梅
市
な
ど
の
人
口
の
多
い
市
町
村

と
同
じ
年
額
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
県
民
税
の
均
等
割
は
一，
〇
〇

〇
円
の
ま
ま
変
わ
ら
ず
村
・
県
民
税
の
均

等
割
額
は
四，
〇
〇
〇
円
と
な
り
ま
す
。

②
非
課
税
基
準
額
の
引
き
下
げ

前
年
中
に
収
入
・
所
得
が
あ
っ
た
場
合

で
も
一
定
の
金
額
以
下
の
場
合
に
は
非
課

税
と
な
り
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
、
よ
り
広
い
範
囲
の

納
税
義
務
者
が
そ
の
負
担
を
分
か
ち
合
う

べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
、

控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
を

有
す
る
場
合
の
非
課
税
基
準
額
が
引
き
下

げ
ら
れ
ま
し
た
。

〈改正前〉 基準所得（丹波山村の場合 280,000円）
×家族の人数（本人 ＋ 控除対象配偶者 ＋ 扶養親族）＋ 192,000円 ≧ 合計所得金額

〈改正後〉 基準所得（丹波山村の場合 280,000円）
×家族の人数（本人 ＋ 控除対象配偶者 ＋ 扶養親族）＋ 176,000円 ≧ 合計所得金額

※例えば…本人（所得金額 1,020,000円）・配偶者（妻又は夫）・こども1人の場合
〈改正前〉 280,000円 × 3人 ＋ 192,000円 ＝ 1,032,000円 ≧ 1,020,000円（合計所得金額）

→非課税基準額よりも合計所得金額が少ないため「非課税」
〈改正後〉 280,000円 × 3人 ＋ 176,000円 ＝ 1,016,000円 ≦ 1,020,000円（合計所得金額）

→非課税基準額よりも合計所得金額が多いため「課税」

村議会の6月定例会が6月18日に招集され、一般
会計、温泉事業特別会計の補正予算などの議案が提
案・審議され原案どおり可決されました。

非課税基準額の引き下げについて

議会の議決を経ないで村長が議会
に代わって意志決定を行うもので
す。地方自治法において、「専決処
分」のできる場合は、次のようなも
のです。
・議会が解散したり、議員が総辞職
したなどで議会が成立しない場合。
・議会を招集しても、議員の半数以
上が出席しないなどで、議会を開
くことができない場合。
・村長が、議会を招集する暇がない
と認めた場合。
・議会が議決すべき事項を議決しな
い場合。
今回提案された「専決処分」は

村長が緊急性があると認め、議会を
招集する暇がないと判断されたもの
です。

平
成
十
五
年
度
丹
波
山
村
一
般
会
計

補
正
予
算
専
決
処
分
承
認
の
件

丹
波
山
村
税
条
例
中
改
正
に
か
か
る

専
決
処
分
承
認
の
件

村議会6月定例会

専 決 処 分 とは…
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◇
平
成
十
六
年
度
「
個
人
村
民
税
」

平
成
十
五
年
分
の
確
定
申
告
書
や
給

与
支
払
報
告
書
（
源
泉
徴
収
票
）
を
基

に
、
村
県
民
税
の
税
額
を
計
算
し
、
平

成
十
六
年
度
の
村
民
税
課
税
額
が
確
定

し
ま
し
た
。
平
成
十
六
年
度
の
課
税
額

は
平
成
十
五
年
度
の
調
定
額
（
収
入
額
）

よ
り
も
一，
五
五
二，
八
〇
〇
円
減
少
し
、

非
常
に
厳
し
い
状
況
で
す
。
納
税
義
務

者
に
つ
い
て
も
平
成
十
五
年
度
は
三
〇
八

人
だ
っ
た
も
の
が
平
成
十
六
年
度
は
二
八

六
人
と
二
十
二
人
の
減
少
で
し
た
。
今

回
の
法
改
正
に
よ
り
均
等
割
額
の
負
担

増
、
非
課
税
基
準
額
の
引
き
下
げ
に
よ

る
課
税
範
囲
の
拡
大
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
課
税
額
の
減
少
・
納
税
義
務

者
の
減
少
は
今
後
の
村
民
税
の
課
税
額

の
維
持
が
大
変
心
配
さ
れ
ま
す
。

◇
丹
波
山
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例
中

改
正
の
件

保
険
税
率
の
改
正
及
び
地
方
税
法
の

改
正
に
伴
い
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

平
成
十
六
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

の
算
定
は
、

・
所
得
割
額
の
税
率
を

四．

〇
％→

四．

一
％
に
改
正

・
資
産
割
額
の
税
率
を

五
十
一
％→

四
十
八
％
に
改
正

・
均
等
割
額
（
被
保
険
者
一
人
当
た
り
）

一
〇，
八
〇
〇
円
（
据
え
置
き
）

・
平
等
割
額
（
一
世
帯
あ
た
り
）

一
五，
六
〇
〇
円
（
据
え
置
き
）

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
一，
〇
三
八
万
三
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

十
三
億
六，
二
三
八
万
三
千
円
に
増
額
し

た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
農
業
費
や
林
業

費
、
道
路
橋
梁
費
、
教
育
費
等
の
補
正

分
で
す
。

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
六
五
〇
万
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
一
億

六，
三
七
〇
万
円
に
増
額
し
た
も
の

で
す
。

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
は
、
小

中
学
校
の
教
員
・
学
校
事
務
職
員
・
学

校
栄
養
職
員
を
財
政
上
補
償
し
、
丹
波

山
村
の
よ
う
に
財
政
力
の
小
さ
い
自
治
体

で
も
、
財
政
力
の
大
き
い
自
治
体
と
同
じ

よ
う
に
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
受
け
る
権

利
に
較
差
が
生
じ
な
い
よ
う
法
制
化
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
国
に
お
い
て
は
、
義
務
教
育

費
国
庫
負
担
制
度
の
見
直
し
を
検
討
し
、

昨
年
度
に
一
部
法
改
正
さ
れ
た
以
外
で
引

き
続
き
教
職
員
の
給
与
の
部
分
を
一
般
財

源
化
等
の
方
向
で
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
仮
に
児
童
・
生
徒
数
を
基
準
に

し
た
交
付
金
化
や
一
般
財
源
化
に
な
る
と

自
治
体
の
財
政
能
力
に
よ
っ
て
義
務
教
育

の
内
容
に
較
差
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

丹
波
山
村
議
会
で
は
、
文
部
科
学
大

臣
他
に
現
行
の
義
務
教
育
費
国
庫
負
担

制
度
の
堅
持
を
強
く
要
望
し
、
提
出
す

る
も
の
で
す
。

丹
波
山
村
に
居
住
す
る
高
齢
者
に
対

し
、
敬
老
年
金
を
給
付
し
、
そ
の
長
寿

を
祝
福
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
の
平
和
と

村
民
の
敬
老
意
識
を
高
揚
し
、
老
人
福

祉
の
増
進
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
に
条
例

村民税課税額と納税義務者数

24,290,600

23,028,700
23,159,100

21,606,300

318

309 308

286

270

280

290

300

310

320

330
（人）

村民税課税額 納税義務者数

20,000,000

20,500,000

21,000,000

21,500,000

22,000,000

22,500,000

23,000,000

23,500,000

24,000,000

24,500,000
（円）

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

平
成
十
六
年
度
丹
波
山
村

一
般
会
計
補
正
予
算

平
成
十
六
年
度
丹
波
山
村
温
泉
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の

堅
持
に
関
す
る
意
見
書

丹
波
山
村
敬
老
年
金
給
付
条
例
中

改
正
の
件
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が
定
め
ら
れ
、
丹
波
山
村
民
生
委
員
協

議
会
の
御
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
事
業

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
均
寿
命
の
大
幅

な
伸
び
に
伴
い
、
高
齢
者
の
と
ら
え
方
に

関
す
る
意
識
も
変
わ
り
、
経
済
面
や
保

健
・
医
療
・
福
祉
面
に
お
け
る
高
齢
者

を
取
り
巻
く
社
会
環
境
も
大
き
く
変
化
し

て
い
ま
す
。
今
回
の
改
正
で
は
年
金
額

（
村
民
敬
老
祝
金
）
の
支
給
対
象
者
を
次

の
よ
う
に
改
め
ま
し
た
。

・
満
七
十
七
歳
以
上
八
十
七
歳
未
満
の

者→

満
七
十
七
歳
の
者

（
給
付
額
　
三，
〇
〇
〇
円
）

・
満
八
十
八
歳
以
上
の
者→

満
八
十
八

歳
以
上
満
一
〇
〇
歳
未
満
の
者

（
給
付
額
　
五，
〇
〇
〇
円
）

・
今
回
新
た
に
一
〇
〇
歳
以
上
の
者

（
給
付
額
三
〇，
〇
〇
〇
円
）

平成15年度まで 平成16年度から

支給対象年齢 金　額 支給対象年齢 金　額

77歳 3,000円 77歳 3,000円

80歳以上87歳まで 3,000円 88歳 5,000円

88歳以上99歳まで 5,000円 100歳以上 50,000円

100歳以上 50,000円

◎県民敬老祝金の支給について《山梨県の制度》

※支給対象年齢は９月15日現在の満年齢による。ただし、100歳については、年
度内に満100歳になる方を含む。

五
月
二
十
六
日
に
村
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
で

丹
波
山
村
・
小
菅
村
保
育
所
合
同
の

サ
ッ
カ
ー
教
室
を
実
施
し
ま
し
た
。

当
日
は
ヴ
ァ
ン
フ
ォ
ー
レ
山
梨
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
か
ら
四
選
手
が
や
さ
し
く
子
ど

も
た
ち
に
サ
ッ
カ
ー
を
指
導
し
、
楽
し
く

和
や
か
に
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
を
蹴
っ
て
い

ま
し
た
。

今
回
は
、
小
菅
村
保
育
所
の
子
ど
も

た
ち
も
加
わ
り
、
最
初
は
照
れ
く
さ
そ
う

に
丹
波
・
小
菅
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た

が
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
徐
々
に
慣
れ
親

し
ん
だ
様
子
で
み
ん
な
で
元
気
に
走
り
回

っ
て
い
ま
し
た
。
丹
波
山
村
保
育
所
十
一

名
、
小
菅
村
保
育
所
十
七
名
、
あ
わ
せ

て
二
十
八
名
の
笑
顔
と
笑
い
声
が
村
内
に

響
き
渡
っ
て
い
ま
し
た
。

▲サッカー大好き！みんな元気に「ハイ・ポーズ」

2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

丹波山村 3 3 0 5 11
保育所

小菅村 0 5 4 8 17
保育所

計 3 8 4 13 28

▲サッカー選手は、「カッコイイな～」

（単位：人）

平成15年度まで 平成16年度から

支給対象年齢 金　額 支給対象年齢 金　額

77歳以上87歳まで 3,000円 77歳の者 3,000円

88歳以上 5,000円 88歳以上100歳未満の者 5,000円

100歳以上の者 30,000円

◎村民敬老祝金の支給について《丹波山村の制度》

※支給対象年齢は９月15日現在の満年齢による。ただし、100歳については、年度内
に満100歳になる方を含む。
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種
目
は
野
球
・
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
・

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
（
男
子
・
女
子
）
の
四

種
目
が
行
わ
れ
、
各
会
場
と
も
白
熱
し
た

試
合
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

試
合
の
結
果
は
野
球
が
県
大
会
出
場

を
決
め
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
敗
れ
た
女

子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
や
男
子
・
女
子
の
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
の
試
合
も
力
の
差
は
ほ
と
ん
ど

な
く
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
も
お
か
し
く
な
い

も
の
で
し
た
。

「
来
年
こ
そ
は
四
種
目
そ
ろ
っ
て

県
大
会
へ
。」

◇
野
球
　
県
大
会
出
場
へ

丹
波
　
１
―
０
　
小
菅

一
点
を
争
う
緊
張
感
の
あ
る
試
合
内
容

で
し
た
。
所
々
ピ
ン
チ
も
あ
り
ま
し
た
が
、

う
ま
く
相
手
打
者
を
抑
え
、
ホ
ー
ム
ラ
ン

の
一
点
を
守
り
抜
き
ま
し
た
。

県
大
会
で
の
健
闘
を
願
い
ま
す
。

◇
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
〔
男
子
〕

丹
波
　
０
―
２
　
小
菅

◇
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
〔
女
子
〕

丹
波
　
０
―
２
　
小
菅

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
は
男
子
・
女
子
と
も
県

大
会
で
上
位
に
食
い
込
む
力
の
あ
る
小
菅

チ
ー
ム
と
互
角
に
戦
い
結
果
は
惜
し
く
も

敗
れ
は
し
ま
し
た
が
来
年
に
つ
な
が
る
い

い
試
合
内
容
で
し
た
。

空
に
は
雲
一
つ
な
い
青
空
の
下
、
選
手

の
み
な
さ
ん
・
応
援
団
の
み
な
さ
ん
、
本

当
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。

◇
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

22
―
20

丹
波
　
１
　
19
―
21

２
　
小
菅

14
―
21

昨
年
の
県
体

育
祭
予
選
会
で

は
接
戦
の
末
残

念
な
が
ら
敗
れ

ま
し
た
が
そ
の

悔
し
さ
を
バ
ネ

に
一
生
懸
命
頑

張
っ
て
練
習
を

し
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
回

の
試
合
に
臨
み

ま
し
た
。
第

一
・
第
二
セ
ッ

ト
は
シ
ー
ソ
ー

ゲ
ー
ム
で
力
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
展
開

が
続
き
、
セ
ッ
ト
カ
ウ
ン
ト
「
１
―
１
」。

第
三
セ
ッ
ト
は
体
力
の
差
が
出
て
残
念
な

が
ら
今
年
も
勝
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

当
日
は
、
丹
波
中
学
校
体
育
館
に
小

学
生
・
中
学
生
・
ご
近
所
の
み
な
さ
ん
が

た
く
さ
ん
応
援
に
集
ま
り
、
丹
波
チ
ー
ム

に
声
援
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
来
年
こ
そ

は
「
県
大
会
出
場
！
」

第
五
十
七
回
県
体
育
祭
小
菅
・
丹

波
山
地
区
予
選
会
が
六
月
十
八
日

（
金
）
に
、
丹
波
山
村
を
会
場
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

s
一
生
懸
命
頑
張
り
ま
し
た
。

s
大
接
戦
の
い
い
試
合

で
し
た
。

▲本当にお疲れさまでした。▲（野球）木下和彦主将の力強い「選手宣誓」
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六
月
二
十
九
日
（
火
）
農
村
公
園
に
お
い
て
丹
波
山
村
老
人
ク

ラ
ブ
連
合
会
主
催
の
「
第
八
回
ふ
れ
あ
い
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
」

が
青
空
の
下
、
六
十
人
を
超
え
る
大
勢
の
方
が
参
加
し
て
実
施
さ

れ
ま
し
た
。

廣
瀬
栄
一
大
会
会
長
の
挨
拶
と
嶋
崎

庄
市
審
判
長
の
競
技
上
の
注
意
の
後
、

「
下
組
チ
ー
ム
対
鴨
沢
Ａ
チ
ー
ム
」
の
試

合
か
ら
ゲ
ー
ム
が
ス
タ
ー
ト
。
八
チ
ー
ム

に
よ
る
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
で
行
わ
れ
、

決
勝
戦
は
「
第
一
Ａ
チ
ー
ム
（
奥
秋
）

対
社
協
職
員
チ
ー
ム
」
の
対
戦
に
な
り
接

戦
の
末
「
12
対
12
」
で
両
チ
ー
ム
同
点

優
勝
で
し
た
。

試
合
の
後
み
ん
な
で
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

を
食
べ
な
が
ら
ゲ
ー
ム
の
反
省
や
情
報
交

換
を
し
ま
し
た
。
当
日
は
ゲ
ー
ム
の
合
間

に
ペ
タ
ン
ク
教
室
も
同
時
に
行
わ
れ
初
め

て
の
方
が
経
験
者
に
丁
寧
に
ル
ー
ル
を
説

明
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

こ
の
大
会
は
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
の
競
技

と
と
も
に
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
、
普
段
顔
を

合
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
同
士
が
ふ
れ

あ
い
、
交
流
し
親
睦
を
深
め
る
こ
と
を
目

的
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
す
。

「
ふ
れ
あ
い
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
」
に

ふ
さ
わ
し
い
楽
し
い
一
日
を
過
ご
し
ま
し

た
。
み
な
さ
ん
、
ご
苦
労
様
で
し
た
。

▲高齢者表彰「いつまでも元気にハッスル」 ▲奥秋チームのみなさん、おめでとうございます。

s
さ
あ
、
決
勝
戦
！

s
ペ
タ
ン
ク
も
楽
し
い
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。
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丹波山村でも昨年、国道411号線保之瀬地内での土
砂災害、また大雨により土砂流出が所々で見られまし
た。これから大雨が降る季節となり土砂災害が大変心
配されます。そこで砂防の働きを知ってもらうため山
梨県峡東地域振興局塩山建設部と役場振興課の職員
が合同で６月16日（水）に、丹波小学校４・５・６年

生を対象に、「砂防移動教室」を実施しました。
パンフレットやビデオを使い、土石流や土砂崩れ
の危険性を知ってもらい、ダムなどの砂防施設の重
要性をわかりやすく説明していました。ビー玉を
使った土石流の模型実験では、子どもたちも興味深
く見入っていました。

▲救急車の中は小さな病院だ！

６月24日（木）、丹波小学校４年生７名が丹波山村
役場に社会科見学にやって来ました。今回は、役場
内にある大月消防署丹波山出張所の仕事についての
勉強でした。
当日は坂本英光消防士令と河村和彦救急救命士の
２名がこどもたちからの質問にやさしくわかりやすく
答えていました。
「ポンプ車は何台あるの？」「消防隊員は何人いる
の？」「毎日どういう仕事をしているの？」などたく
さん質問があり、持ってきたノートに一つ一つ消防
士の説明を書き込んでいました。救急車に乗って車
内の設備をジーと見ている子ども、ポンプ車の説明
に真剣に聞き入っている子ども、みんな消防につい
て興味があるようでした。
「農協の隣の車庫にある消防車は？」と消防団に
ついての質問も飛び出し、暑くて汗が出るなかみん
な大変勉強になった社会科見学のようでした。

村の消防署へ社会科見学

砂防施設の大切さを学びました

s
土
石
流
は
怖
い
な
〜

▲雨量計を作ろう
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▲真剣に見入る保護者のみなさん

▲「助かってほしい」という気持ちが伝わります。

こ
れ
か
ら
暑
い
日
が
多
く
な
り
、
プ
ー

ル
や
川
・
海
で
泳
ぐ
機
会
が
増
え
水
難
事

故
に
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
季
節

が
や
っ
て
き
ま
す
。
も
し
水
難
事
故
の
現

場
に
い
た
場
合
を
想
定
し
て
、
六
月
三
十

日
（
水
）
に
丹
波
小
学
校
体
育
館
で
大

月
市
消
防
署
丹
波
山
出
張
所
職
員
三
名

を
講
師
に
、「
水
難
救
急
救
命
法
講
習

会
」
を
保
護
者
の
み
な
さ
ん
と
先
生
方
を

対
象
に
実
施
し
ま
し
た
。

救
急
車
が
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
の
間

に
患
者
に
対
し
行
う
「
心
肺
蘇
生
法
」

を
人
形
を
使
っ
て
体
験
し
、
い
ざ
と
い
う

と
き
に
役
立
て
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
行
っ
た
も
の
で
す
。
参
加
し
た
保
護

者
の
み
な
さ
ん
や
先
生
方
は
、
最
初
の
う

ち
は
恥
ず
か
し
さ
が
あ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
講
習
が
進
む
に
つ
れ
声
が
大
き
く
な

り
、
キ
ビ
キ
ビ
と
し
た
動
作
と
な
り
、

「
人
を
助
け
る
」
と
い
う
気
持
ち
が
見
て

わ
か
る
ほ
ど
真
剣
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
水
難
事
故
で
す
が

も
し
そ
の
よ
う
な
場
面
が
身
近
で
起
こ
っ

た
場
合
、
誰
で
も
「
心
肺
蘇
生
法
」
が

で
き
る
こ
と
が
理
想
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
講
習
会
が
あ
る
時
は
一
人
で
も
多
く
の

方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

水
難
救
急
救
命
法
講
習
会

日本全国で市町村合併が盛んに議論され合併が進んでいます。山梨県内でも平

成15年１月１日現在64市町村だったものが、合併の動きが順調に進めば平成17

年４月１日には35市町村（そのうち「村」は丹波山村を含め九村）になる予定

です。丹波山村は人口規模が山梨県内で２番目に少ない自治体ですが、果たして

日本全国の市区町村のなかでは何番目なのか。

平成15年10月１日現在の「推計人口ランキング」によると、全国に3,123市区町村あり、そのうち

「村」は『533』あります。推計人口とは、平成12年国勢調査人口を基に、住民基本台帳法及び外国人登

録法に基づく届出を加減することにより算出した人口であり、外国人を含んでいます。丹波山村は平成12

年国勢調査人口が866人でした。その数字を基礎として国勢調査以後の出生児数、死亡者数、出入国者数

を加減して算出すると平成15年10月１日現在の推計人口は815人でした。

丹波山村は、「533村」中37番目に人口が少ない「村」になります。一番人口の多い村は岩手県滝沢村

の53,097人、最も人口の少ない村は東京都青ヶ島村の201人でした。ちなみに、長崎県にある高島町は

推計人口は814人でした。

平成15年10月１日現在、丹波山村は3,123市区町村中38番目に推計人口の少ない自治体となります。
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丹波小学校では6月5日（土）に、「日本

一きれいな丹波山村にしよう。」を目標に親

子で丹波川の清掃活動を行いました。交流

センターで、親子全員で昼食をとった後、芦

澤泰士ＰＴＡ会長の話しを聞き、木下真一

美化栽培委員長の話しの後、各地区ごとに

分かれてゴミ拾いを行いました。この活動を

通して、

①地域を美しくしようとする心を育てる。

②ゴミをみつけたら拾うという「基本的生活

習慣」の確立。

③勤労の尊さを知る。

の三点へのきっかけになればと考えての活

動でした。また、この活動は、「緑の少年少

女隊」「全県親子クリーンアクション」の一

環でもありました。このような活動が、丹波

山村全体に広がることを願います。

丹波山村老人クラブ連合会では6月22～

24の3日間、「社会奉仕の日、丹波山村清掃

活動」を実施しました。

22日（火）には鴨沢地区・小袖地区、23

日（水）は奥秋地区から押垣外地区、24日

（木）は保之瀬地区・所畑地区を重点的に活

動し、道路沿いの草刈りや草取りをはじめ、

空き缶等のゴミ拾い、丹波川の清掃などを実

施しました。

観光シーズンになり、村外者がたくさん

丹波山村に訪れますが、せっかくきれいに

なった村を汚さないようゴミの持ち帰りを

徹底したいものです。

なお、のべ108名の老人クラブ会員のみ

なさんが参加しました。暑いなか本当にご苦

労様でした。
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診
療
所
（
内

科
）
の
診
療
時

間
は
次
の
と
お

り
で
す
。

☆
急
に
具
合
の

悪
く
な
っ
た

方
は
診
療
所

に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。な

お
、
土
曜
日
・

日
曜
日
・
祝

日
は
休
診
の

た
め
、
急
に
具
合
の
悪
く
な
っ
た
方
は

役
場
に
連
絡
し
、
常
備
消
防
の
指
示

を
受
け
て
下
さ
い
。

☆
胃
カ
メ
ラ
の
検
査
を
希
望
さ
れ
る
方
は

一
度
、
診
療
所
に
受
診
し
て
検
査
日

時
を
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

医
科
診
療
所

０
４
２
８
―
８
８
―
０
３
０
３

役
場
（
昼
間
）

０
４
２
８
―
８
８
―
０
２
１
１

常
備
消
防
（
夜
間
）

０
４
２
８
―
８
８
―
０
９
９
０

大
き
な
災
害
が
起
き
る
と
、
通
常
の
電

話
や
携
帯
電
話
は
極
め
て
つ
な
が
り
に
く

く
な
り
ま
す
。

電
話
線
が
切
断
さ
れ
な
く
て
も
、
大
勢

の
人
た
ち
が
一
斉
に
通
話
し
よ
う
と
す
る

た
め
、
通
信
回
線
に
輻
輳
（
ふ
く
そ

う
＝
混
雑
）
が
生
じ
る
た
め
で
す
。

そ
う
し
た
と
き
に
も
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
「
災

害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
”１
７
１
“
」を
知
っ

て
お
く
と
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
役
に
立

ち
ま
す
。
直
接
、
相
手
に
つ
な
が
ら
な
い

と
き
は
、「
１
７
１
」（
イ
ナ
イ
）
を
ダ
イ

ヤ
ル
し
て
、
音
声
ガ
イ
ド
に
し
た
が
っ
て

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
登
録
（
ま
た
は
再
生
）
し

ま
す
。

も
し
、
電
話
が
つ
な
が
り
に
く
い
場

合
は
、
最
寄
り
の
公
衆
電
話
（
緑
色
、

灰
色
、
オ
レ
ン
ジ
色
）
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
今
年
一
月
か
ら
「
ｉ
モ
ー
ド

災
害
用
伝
言
板
サ
ー
ビ
ス
」
を
開
始
し
ま

し
た
。
”ｉ
モ
ー
ド
“
携
帯
電
話
を
お
持

ち
の
方
は
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

ま
す
。

ま
た
、
災
害
時
に
孤
立
し
が
ち
な
山
間

地
な
ど
で
は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
無
線
通

信
が
大
切
な
生
命
線
と
な
り
ま
す
。
防
災

行
政
無
線
や
消
防
団
無
線
、
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
な
ど
を
活
用
し
て
、
速
や
か
に
役

場
な
ど
へ
救
援
要
請
を
出
せ
る
よ
う
、
日

ご
ろ
か
ら
準
備
と
訓
練
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

◇
問
い
合
わ
せ
先

県
消
防
防
災
課

℡
０
５
５
―
２
２
３
―
１
４
３
２

FAX
０
５
５
―
２
２
３
―
１
４
３
９

陸上は2年、海上、航空は
3年を1任期として任用
（以降2年を1任期）

入隊後3年経過以降選考
により3等陸・海・空曹へ

教育期間約2年終了後
3等陸・海・空曹

飛行機・ヘリコプターの
パイロット養成コース
入隊後6年で幹部昇任

修学年限4年
卒業後1年で
幹部自衛官に昇任

修学年限6年
医師免許取得後は
幹部自衛官に昇任
修学年限3年
看護師免許取得後
2等陸曹に昇任

18歳以上
27歳未満の者

18歳以上
27歳未満の者

18歳以上
24歳未満の者

高卒（見込）
21歳未満の者

高卒（見込）
21歳未満の者

高卒（見込）
21歳未満の者

高卒（見込）
24歳未満の者

2等 陸・海・空 士

曹　候　補　士
　（陸・海・空）

一般曹候補学生
　（陸・海・空）

航　空　学　生
　  （海・空）

防衛大学校学生

防衛医科大学校
学生

看　護　学　生

8月2日～
　　　　9月8日

　

　  9月6日～8日

　  9月10日～
　　 　10月1日

9月10日～
　　　 10月1日

9月27・28日の
いずれか一日（男子）
9月26日（女子）

9月18日

9月23日

9月25日～26日

11月13日～14日

11月6日～7日

10月17日

願書受付期間
募集種目 資格

第１次試験 概　　　要

URL http://www.yamanashi.plo.jda.go.jp　i-mode :www.yamanashi.plo.jda.go.jp/i/index.htm
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区分

平成16年度自衛官等募集案内

推
薦

一
般

◇
応
募
希
望
者
は

自
衛
隊
山
梨
地
方
連
絡
部
大
月
募
集

事
務
所

０
５
５
４
―
２
２
―
１
２
９
８

曜日 午　前 午　後

月 9：00～11：30 小菅出張診療

火 9：00～11：30 急患・往診

水 鴨沢出張診療 医師不在

木 9：00～11：30 小菅出張診療

金 9：00～11：30 急患・往診

診
療
所
（
内
科
）
か
ら
お
知
ら
せ

災
害
時
の
通
信
方
法
に
つ
い
て

（
家
族
等
と
の
連
絡
、
役
場
等
へ
の

救
援
要
請
の
た
め
に
）

平
成
十
六
年
度

自
衛
官
等
募
集
案
内
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埼
玉
、
千
葉
、
東
京
、
神
奈
川
の
一

都
三
県
で
は
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
排
出
ガ

ス
対
策
を
進
め
る
た
め
、
条
例
で
デ
ィ
ー

ゼ
ル
車
（
乗
用
車
を
除
く
）
の
走
行
規

制
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

条
例
で
定
め
る
粒
子
状
物
質
排
出
基

準
を
満
た
さ
な
い
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
で
新
車

登
録
か
ら
七
年
を
経

過
し
た
車
両
は
、
平

成
十
五
年
十
月
か
ら

一
都
三
県
を
走
行
す

る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
し
た
。

対
象
地
域
を
走
行
す
る
場
合
は
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◇
対
象
地
域

埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
部

を
除
く
）、
神
奈
川
県

◇
規
制
の
対
象
に
な
る
車
種

・
条
例
で
定
め
る
粒
子
状
物
質
排
出
基

準
を
満
た
さ
な
い
軽
油
を
燃
料
と
す
る

貨
物
車
（
ト
ラ
ッ
ク
、
バ
ン
）、
バ
ス
、

こ
れ
ら
を
改
造
し
た
特
種
用
途
車
（
乗

用
車
は
規
制
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

※
条
例
の
粒
子
状
物
質
排
出
基
準
を
満

た
さ
な
い
車
両

自
動
車
検
査
証
の
「
形
式
」
欄
に

次
の
記
号
が
あ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
乗

用
車
を
除
く
）『
記
号
な
し
、
Ｕ
―
、

Ｗ
―
、
Ｓ
―
、
Ｐ
―
、
Ｎ
―
、
Ｋ
―
、

Ｋ
Ａ
―
、
Ｋ
Ｂ
―
、
Ｋ
Ｃ
―
』

※
平
成
九
、
十
年
規
制
以
後
の
排
出
ガ

ス
基
準
適
合
車
（「
Ｋ
Ｅ
―
、
Ｋ
Ｆ

―
、
Ｋ
Ｇ
―
、
Ｈ
Ａ
―
、
Ｈ
Ｂ
―
、

Ｈ
Ｃ
―
」
な
ど
の
型
式
）
は
十
月
か

ら
の
規
制
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

（
詳
し
く
は
各
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の

販
売
店
な
ど
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。）

◇
そ
の
他

・
新
車
登
録
か
ら
七
年
間
は
規
制
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

・
各
都
県
で
認
定
さ
れ
た
粒
子
状
物
質
減

少
装
置
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
、
酸
化
触
媒
）
を

装
着
す
れ
ば
、
規
制
対
象
車
輌
も
走

行
で
き
ま
す
。

◇
罰
則

違
反
車
両
に
対
し
て
出
さ
れ
る
運
行
禁

止
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
五
十
万

円
以
下
の
罰
金
が
課
さ
れ
ま
す
。

◇
問
い
合
わ
せ
先

埼
玉
県
青
空
再
生
課

℡
０
４
８
―
８
３
０
―
３
０
６
３

千
葉
県
大
気
保
全
課

℡
０
４
３
―
２
２
３
―
３
８
１
０

東
京
都
自
動
車
公
害
対
策
部
規
制
課

℡
０
３
―
５
３
８
８
―
３
５
２
８

神
奈
川
県
大
気
水
質
課

℡
０
４
５
―
２
１
０
―
４
１
８
０

◇
制
度
概
要
の
問
い
合
わ
せ
先

県
大
気
水
質
保
全
課

℡
０
５
５
―
２
２
３
―
１
５
１
０

FAX
０
５
５
―
２
２
３
―
１
５
１
２

（
財
）
山
梨
県
下
水
道
公
社
で
は
、
平

成
十
六
年
度
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
認
定
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施

し
ま
す
。

◇
受
付
期
間

十
月
一
日
（
金
）〜
十
月
十
四
日
（
木
）

◇
試
験
講
習
会

月
日
　
十
一
月
一
日
（
月
）

場
所
　
ア
イ
メ
ッ
セ
山
梨

◇
認
定
試
験

月
日
　
十
一
月
十
四
日
（
日
）

場
所
　
ア
イ
メ
ッ
セ
山
梨

◇
詳
し
い
こ
と
は

役
場
振
興
課

０
４
２
８
―
８
８
―
０
２
１
１

山
梨
労
働
局
で
は
、
労
働
関
係
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
の
個
々
の
労
働
者
と

事
業
主
と
の
間
の
紛
争
（
個
別
労
働
紛

争
）
の
解
決
を
支
援
す
る
た
め
、

・
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
で
の
相
談
、

情
報
提
供

・
紛
争
調
整
委
員
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
等

を
無
料
で
行
っ
て
い
ま
す
。

◇
詳
し
く
は

山
梨
労
働
局
総
務
部
企
画
室

０
５
５
―
２
５
２
―
４
８
５
４

都
留
労
働
基
準
監
督
署

０
５
５
４
―
４
３
―
２
１
９
５

埼
玉
・
千
葉
・
東
京
・
神
奈
川
で

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
走
行
規
制
が
行
わ

れ
て
い
ま
す

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
認
定
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の

皆
さ
ん
へ
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一
人
で
は
飲
酒
は
止
め
ら
れ
な
い
も

の
で
す
。
飲
酒
を
止
め
よ
う
止
め
さ
せ

よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て

酒
に
走
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
断
酒

例
会
で
は
酒
を
止
め
続
け
る
こ
と
を
願

う
集
ま
り
で
す
。

こ
の
会
に
は
話
し
上
手
な
人
は
い
ま
せ

ん
。
自
分
の
体
験
（
ど
ん
な
ふ
う
に
飲
ん

で
い
た
か
）
を
素
直
に
話
し
、
人
の
話
し

を
聞
く
だ
け
で
す
。
例
会
に
参
加
し
多
く

の
仲
間
が
断
酒
し
続
け
て
い
ま
す
。
例
会

で
出
た
話
は
そ
の
場
限
り
で
言
い
っ
ぱ
な

し
、
聞
き
っ
ぱ
な
し
が
原
則
で
す
の
で
、

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◇
日
時

毎
週
火
曜
日
　
午
後
七
時
三
十
分
〜

午
後
八
時
三
十
分

◇
場
所

中
央
公
民
館
一
階
和
室

◇
連
絡
先

河
村
清
久

０
４
２
８
―
８
６
―
２
１
６
２

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、
毎
年
、
現
況
届
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
届
は
、
八
月
一
日
現
在
に
お
け

る
ご
家
族
の
状
況
な
ど
を
記
載
し
、
児

飲
酒
を
止
め
ら
れ
な
く
て
お
困
り

の
方
、
夫
、
妻
、
子
供
な
ど
の
飲

酒
で
お
困
り
の
家
族
の
方
、
断
酒

例
会
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
？

平成16年4月1日から  児童手当が小学校3年生まで拡大されます

以上、詳しくは丹波山村役場住民課（公務員は勤務先）にお問い合わせください。

　平成16年4月1日から、児童手当制度が拡充されました。
　支給対象年齢が、現在の義務教育就学前（6歳到達後最初の年度末）までから、小学校第3学年修
了前（9歳到達後最初の年度末）までに拡大されます。
　新たに、児童手当等を受けようとされる児童の保護者の皆様については、市区町村の窓口（公務
員の方は勤務先）で、認定請求等の手続きが必要となります。
　なお、改正に伴う新規請求等は、法施行日より、平成16年9月30日まで受け付けたものに限り、特
例的に4月1日（または支給要件に該当した日）にさかのぼって支給されます。

　平成16年3月31日まで、当該児童に係る児童手当等を受給していた保護者
の方は、特段の手続等は必要ありません。（児童手当等は4月以降も引き続き支
給されます。）
　上記に該当しない保護者の方で、受給資格がある場合は、認定請求が必要に
なります。（下記参照）。

　現在、児童手当等を受給していない保護者の方は認定請求、現在すでに就学
前児童について児童手当等を受給されている保護者の方は額改定認定請求が
必要となります。なお、請求書のほか、認定に必要な添付書類は、
　・健康保険被保険者証の写し等（請求者が厚生年金加入者等の場合）
　・所得証明書（当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合）
などとなっています。
※所得が一定額以上の場合、児童手当等が支給されない場合があります。

平成16年度小学校入学
児童等の保護者の皆様
（平成9年4月2日生まれ～
平成10年4月1日生まれ）

平成16年度小学校2・3年生
の児童等の保護者の皆様
（平成7年4月2日生まれ～
平成9年4月1日生まれ）

童
扶
養
手
当
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件

が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
七
月
下
旬
ま
で
に
届
出
用
紙

を
ご
自
宅
へ
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
す
べ
て
ご
記
入
の
う
え
、
必
要
書
類

と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
児
童
扶
養
手
当
と
は

父
親
の
い
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る

母
又
は
養
育
者
が
、
公
的
年
金
を
受
け

て
い
な
い
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
手
当
を
受
け

る
に
は
認
定
請
求
が
必
要
で
す
。
又
、

資
格
発
生
か
ら
あ
る
一
定
期
間
を
経
過
す

る
と
認
定
請
求
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

◇
提
出
期
間

八
月
一
日
〜
八
月
三
十
一
日

◇
提
出
場
所

丹
波
山
村
役
場
住
民
課

提
出
し
な
い
場
合
、
八
月
分
以
降
の

手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
二
年
間
提
出
し
な
い
と
、
受

給
資
格
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◇
問
い
合
わ
せ
先

丹
波
山
村
役
場
住
民
課

０
４
２
８
―
８
８
―
０
２
１
１

山
梨
県
児
童
家
庭
課

０
５
５
―
２
２
３
―
１
４
５
９

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
へ
　
　
〜
現
況
届
の
提
出
〜



総
務
課
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

０
４
２
８
―
８
８
―
０
２
１
１

②
丹
波
山
村
生
ご
み
処
理
器

購
入
補
助
金

村
民
に
よ
る
生
ご
み
の
自
家
処
理
を

推
進
し
、
ご
み
の
減
量
化
及
び
た
い
肥

化
に
よ
る
資
源
の
有
効
利
用
を
行
う
た

め
、
一
般
家
庭
等
か
ら
排
出
さ
れ
る
生

ご
み
を
処
理
す
る
容
器
の
普
及
を
目
的

に
「
丹
波
山
村
生
ご
み
処
理
器
購
入
補

助
金
交
付
要
綱
」
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

補
助
金
の
対
象
と
な
る
生
ご
み
処
理
器

は
、
生
ご
み
を
自
然
に
発
酵
及
び
分
解
さ

せ
る
機
能
を
有
す
る
容
器
で
村
長
が
認
め

た
も
の
で
す
。

補
助
対
象
者
及
び
補
助
金
額
に
つ
い

て
は
、
第
三
条
・
第
四
条
に
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
り
ま
す
。

第
三
条
　
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
一
）
村
内
に
住
所
を
有
す
る
者

（
二
）
そ
の
他
村
長
が
特
に
必
要
と
認
め

た
者

第
四
条
　
補
助
金
の
額
は
、
生
ご
み

容
器
一
基
当
り
購
入
金
額
の
三
分
の
二

と
し
、
そ
の
額
が
五，
〇
〇
〇
円
を
超
え

る
と
き
は
、
五，
〇
〇
〇
円
と
す
る
。
た

だ
し
、
そ
の
額
に
一
〇
〇
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

二
　
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
生

ご
み
処
理
容
器
は
、
一
世
帯
に
つ
き
一
基

と
す
る
。

生
ご
み
処
理
器
の
補
助
金
の
交
付
を
受

け
よ
う
と
思
う
方
は
、
役
場
住
民
課
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

０
４
２
８
―
８
８
―
０
２
１
１

訪
問
販
売
な
ど
の
悪
質
商
法
に
注
意

最
近
、
お
年
寄
り
を
狙
っ
た
詐
欺
ま
が

い
の
事
件
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
悪
質
商

法
の
手
口
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
特

に
被
害
に
遭
い
や
す
い
の
が
、

・
「
オ
レ
オ
レ
」
と
言
っ
て
、
お
金
を
だ

ま
し
と
る
手
口

・
訪
問
販
売
を
装
い
、
多
額
な
商
品
を

売
り
つ
け
る
手
口

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
心
構
え
と

し
て
次
の
こ
と
に
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

・
自
分
は
大
丈
夫
だ
と
思
わ
な
い

・
知
ら
な
い
人
を
簡
単
に
家
に
入
れ
な
い

・
身
分
と
用
件
を
し
っ
か
り
聞
く

・
あ
い
ま
い
な
返
事
は
や
め
て
断
る

・
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
１
１
０
番

◇
丹
波
駐
在
所

０
４
２
８
―
８
８
―
０
２
１
０
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①
丹
波
山
村
太
陽
熱
温
水
器

設
置
費
補
助
金

丹
波
山
村
で
は
、
太
陽
熱
温
水
器
の

設
置
を
促
進
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
活

用
と
節
約
を
行
い
併
せ
て
そ
の
思
想
の
普

及
と
徹
底
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
「
丹
波

山
村
太
陽
熱
温
水
器
設
置
費
補
助
金
交

付
要
綱
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

補
助
金
の
対
象
者
と
補
助
金
額
は
、

第
三
条
・
第
四
条
に
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
り
ま
す
。

第
三
条
　
補
助
金
の
対
象
者
は
、
村

の
区
域
内
に
建
築
さ
れ
て
い
る
家
屋
又
は

建
築
を
予
定
し
て
い
る
家
屋
に
太
陽
熱
温

水
器
を
設
置
す
る
者
と
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る

（
一
）
村
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

（
二
）
村
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
っ
て
、

当
該
村
税
を
完
納
し
て
い
る
者
で

あ
る
こ
と
。

（
三
）
村
税
の
納
税
義
務
者
で
な
い
者
に

あ
っ
て
は
、
村
長
が
特
に
必
要
と

認
め
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
補
助
金
の
交
付
は
、
対
象
額
十

万
円
以
上
の
器
機
で
あ
っ
て
、
一
世
帯

に
つ
き
一
基
と
す
る
。

第
四
条
　
補
助
金
の
額
は
、
一
万
円

を
限
度
と
す
る
。

太
陽
熱
温
水
器
を
設
置
し
、
補
助
金

の
交
付
を
受
け
よ
う
と
思
う
方
は
、
役
場

丹
波
山
村
例
規
集
か
ら

○郵便貯金キャッシュサービス

○郵便・貯金・保険窓口
〔郵便〕

〔貯金・保険〕

◇詳しくは丹波山郵便局
0428―88―0203

丹波山郵便局からお知らせ

○農協貯金キャッシュサービス

○信用（貯金）・保険・購買

※但し、信用（貯金）事業は午後4時で終了
させていただきます。

◇詳しくはＪＡクレイン丹波山支店
0428―88―0221

ＪＡクレイン丹波山支店からお知らせ

駐
在
所
か
ら
お
知
ら
せ

営　業　時　間
平　日 8：45～18：00
土曜日 9：00～17：00

日曜日・祝日 9：00～17：00

取　扱　時　間
平　日 9：00～16：00

取　扱　時　間
8：00～ 9：00
（局舎東側窓口）

平　日 9：00～17：00
17：00～17：30
（局舎東側窓口）

土曜日 8：00～17：00
（局舎東側窓口）

日曜日・祝日 9：00～12：30
（局舎東側窓口）

営　業　時　間
平　日 8：30～19：00
土曜日 9：00～17：00

日曜日・祝日 ――

営　業　時　間
平　日 8：30～17：00
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日
本
全
国
に
市
区
町
村
が
三
〇
〇
〇

余
り
あ
り
ま
す
が
、「
丹
波
（
た
ん
ば
・
た

ば
）」
の
名
の
付
く
市
区
町
村
が
丹
波
山

村
の
他
に
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
京
都
府

に
あ
る
「
丹
波
（
た
ん
ば
）
町
」
で
す
。

丹
波
町
は
京
都
府
の
中
央
部
に
位
置

し
、
総
面
積
は
七
十
四．
〇
九
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
人
口
約
八，
九
〇
〇
人
の
高

原
の
町
で
す
。
丹
波
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
開
く
と
特
産
品
と
し
て
丹
波
松
茸
・
丹

波
栗
・
丹
波
黒
（
黒
豆
）・
丹
波
高
原
ネ

ギ
・
丹
波
ワ
イ
ン
・
丹
波
し
ず
く
（
地

酒
）
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
、
丹
波
山
村
と
丹
波
町
を
比
較
し
て

み
ま
す
。

丹
波
町
で
も
周
辺
三
町
と
の
合
併
協

議
会
が
ス
タ
ー
ト
し
、
合
併
特
例
法

適
用
期
限
内
の
合
併
を
目
指
し
て
い

る
よ
う
で
す
。
合
併
さ
れ
る
と
町
名

も
変
わ
り
「
丹
波
」
の
文
字
が
な
く

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
し
、
京
都
方
面
に
行
か
れ
る
と

き
に
は
「
丹
波
町
」
に
足
を
運
ん
で

み
て
く
だ
さ
い
。

丹波町と丹波山村の比較

中国自動車道

舞
鶴
自
動
車
道

京都縦貫自動車道

吉川
J.C.T

池田市
吹田
I.C

JR新幹線

JR山陰線

胡麻駅

京都駅

名神高速道路

丹波町
綾部駅

下山駅

福住 園部駅

福知山駅

福知山市

丹波
篠山口
I.C

福知山
I.C

沓掛I.C

丹波
I.C

保津駅
亀岡駅

9

9
４２３

173

173

〔
道
の
り
〕

電
　
車
…
山
陰
本
線
「
下
山
」
駅
下
車

バ

ス
…
京
都
（
祇
園
）
か
ら

一
時
間
二
十
分

自
動
車
…
京
都
縦
貫
自
動
車
道

「
丹
波
Ｉ
Ｃ
」

丹 波 町 丹波山村

面　積（平方キロメートル） 74.09 101.55

世帯数　4月1日現在 （戸） 3,073 380

人　口　4月1日現在 （人） 8,927 872

一般会計当初予算
42億5,000万円 13億5,200万円

（平成16年度）

町（村）民一人当たりが
102,317円 76,101円

納める町（村）税

一世帯あたりが
297,230円 174,632円

納める町（村）税

町（村）民一人当たりに
476,083円 1,550,459円

使われるお金

一世帯あたりに使われるお金 1,383,013円 3,557,895円
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丹波小学校では、６月30日（水）に児童会が中心となって
「昔げき集会」を実施しました。当日は、保護者の方も大勢集
まり子どもたちの真剣な演技を見ていました。
丹波山村に古くからある昔話を小学１年生から６年生まで
の全校児童が赤・青・黄・緑の４つの班に分かれ、「おので
石」「飛竜山」「所畑の龍厳淵」「大ヒーローの緑組」の４つの
楽しい劇で紹介する企画でした。笑いあり、驚きあり、子ど
もたちの一生懸命な姿が感じられる新鮮な劇でした。
村の文化祭等の機会があればぜひ村民の皆様に見ていただき
たい、そう思う内容でした。

▲元気いっぱいの緑組

▲工夫を凝らした黄組

▲面白かった青組

▲息の合った赤組

昔 げ き 集 会

市町村振興宝くじ サマージャンボ宝くじ

１等（２億円）………………………… 42本
１等の前後賞（5,000万円）………… 84本
１等の組違い賞（10万円）……… 4,158本
２等（１億円）………………………… 42本
３等（100万円）…………………… 420本
４等（10万円）…………………… 4,200本

☆発売期間
平成16年7月12日（月）～7月30日（金）
☆抽 選 日
8月10日（火）

※この宝くじの収益金は、丹波山村の明るく住みよい街
づくりに使われます。
※昨年のサマージャンボ宝くじの時効〈平成16年8月17
日（火）〉が迫っていますのでお忘れなく。
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▲大河
おおかわ

美月
る な

ちゃん（０歳）生年月日 平成16年４月14日
（高尾・和教さん）

平成16年5月8日から平成16

年7月7日までに受理したもの

です。（敬称略）

おくやみ ご冥福をお祈り申し上げます

・舩木　シチ　93歳〔押垣外〕

・青柳　　衛　65歳〔奥　秋〕

・青柳　ヨネ　92歳〔高　尾〕

６月25日（金）小菅小学校で「交通安全教室」
が実施されました。小菅小学校１・２年生と小菅村
保育所児が対象でしたが、丹波駐在所の萩原警部補
の協力により今回は丹波山村保育所児も参加するこ
とができました。
人形劇と腹話術により交通安全についてわかりや
すく子どもたちに説明していました。交通量の多く
なる季節になり、道路を歩いたり、横断したりする
時には今まで以上に注意をしなければならなくなり
ます。「道路で遊ばない」「道路を横断するときは右
左の確認をする。」「道路に飛び出さない」など、大
きな声で元気いっぱいに約束してくれました。

▲交通安全、みんなで守ろう

▲交通安全、絶対に守ります。

交 通 安 全 教 室 に
参 加 し ま し た


